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佐倉市条例第   号 

   佐倉市下水道条例の一部を改正する条例 

 佐倉市下水道条例（昭和４２年佐倉市条例第１３号の２）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１３条第１項第１号の表１０立方メートルまでの項中「８４０円」を「１，

１１８円」に改め、同項第２号の表中 

「 

８５円 
１０５円 
１３５円 
１６０円 
１７５円 
１８５円 

                  」を 

「 

１１３円 
１３９円 
１７９円 
２１２円 
２３２円 
２４６円 

                  」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の佐倉市下水道条例第１３条第１項第１号の表及び第２号の表の規

定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用



料の額について適用し、施行日前の使用に係る使用料の額については、なお

従前の例による。この場合において、施行日以後の直近の定例日（佐倉市下

水道条例第１３条第２項第３号に規定する定例日をいい、同条例第１３条の

２第２項の規定により使用料を算定した定例日以外の日を含む。以下同じ。）

に算定する使用料の額は、改正前の同条例第１３条第１項第１号の表及び第

２号の表の規定を適用して算定した使用料の額に施行日前の直近の定例日の

翌日から施行日の前日までの日数を施行日前の直近の定例日の翌日から施行

日以後の直近の定例日までの日数で除して得た数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と、改正後の同項第１

号の表及び第２号の表の規定を適用して算定した使用料の額に施行日から施

行日以後の直近の定例日までの日数を施行日前の直近の定例日の翌日から施

行日以後の直近の定例日までの日数で除して得た数を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とを合算した額とす

る。 


